
3. 履修の手引き 

 

3-4. 授業科目の学修時間 

 

本学においては、大学設置基準及び大学院設置基準の定めに則り、1単位の授業科目を 45時間の学修を

必要とする内容をもって構成しています。大学設置基準及び大学院設置基準における関連条文は以下の

通りです。なお、45時間には授業時間外の学修時間が含まれます。 

 

〇大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）（抜粋） 

（単位） 

第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。 

２ 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をも

つて構成することを標準とし、第二十五条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効

果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で大学が定め

る時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人

指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。 

 

〇大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号）（抜粋） 

（大学設置基準の準用） 

第十五条 大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業

の方法及び単位の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学

前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基

準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条の三、第二十八条第一項（同

条第二項において準用する場合を含む。）、第二十九条、第三十条第一項（同条第二項において準用する

場合を含む。）及び第四項、第三十条の二並びに第三十一条（第四項を除く。）の規定を準用する。 

 


